
公選法上、自主返納が 

禁止されている。 

公選法を適用せず、自主返納 

することができることとする。 

歳費法等改正案 

 

＜立法の背景＞ 

  調査研究広報滞在費（旧文書通信交通滞在費）について、「日割支給」

は導入されたものの、法改正は十分ではない。 

 → 次のような方向性で法改正を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 行 改 正 法 

・収支報告書の議長への提出を 
義務付け (領収書の写しも添付) 

・収支報告書の公開を義務付け 

１ 調査研究広報滞在費の収支報告書の提出及び公開  
 

２ 調査研究広報滞在費の残余の額の返還 
 

３ 旧文書通信交通滞在費の国庫返納（自主返納） 

※ 対象者は以下のとおり。 
  ① 令和３年 10 月 31 日の解散総選挙で当選した衆議院議員 
    ② 令和３年 10 月に補選や繰上補充で参議院議員となった者 
  ③ 令和３年 11 月から「日割支給」導入までに議員となった者 

又は議員でなくなった者 

未使用分の返還を義務付け 
未使用分の返還を 

義務付ける規定がない。 

使途の報告・公開を 

義務付ける規定がない。 

 

調
査
研
究
広
報
滞
在
費 

旧
・
文
通
費 





  
 

一

 
 

 

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
の
収
支
報
告
書
の
提
出
及
び
公
開 

 
 

 
 

 

（
歳
費
法
第
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
関
係
） 

１ 

各
議
院
の
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
は
、
毎
年
一
回
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
年

に
お
い
て
支
給
を
受
け
た
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
の
金
額
及
び
こ
れ
を
充
て
た
支
出
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書

（
２
に
お
い
て
「
収
支
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
支
出
に
係
る
領
収
書
の
写
し
を
添
付
し
て
、
そ
の
属
す
る
議
院

の
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

２ 

各
議
院
の
議
長
は
、
収
支
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
収
支
報
告
書
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

二 

調
査
研
究
広
報
滞
在
費
の
残
余
の
額
の
返
還 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

（
歳
費
法
第
九
条
第
五
項
関
係
） 

各
議
院
の
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
は
、
そ
の
年
に
お
い
て
支
給
を
受
け
た
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
の
総
額
か
ら
、
そ
の

年
に
お
い
て
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
を
充
て
た
支
出
の
総
額
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し

て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、当
該
残
余
の
額
に
相
当
す
る
額
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

三 

自
主
返
納
に
係
る
公
職
選
挙
法
の
適
用
除
外 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
令
和
四
年
改
正
法
附
則
第
三
項
関
係
） 



  
 

二

 
 

次
に
掲
げ
る
者
が
、
各
議
院
の
議
員
と
な
り
又
は
議
員
で
な
く
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
分
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
（
国

会
法
及
び
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
二
十
九
号
。

以
下
三
に
お
い
て
「
令
和
四
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る

法
律
（
以
下
三
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
を
い
う
。
以
下
三
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
し
て
旧
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
額
か
ら
、
そ
の
月
分
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
に
つ
い
て
新
法
（
令
和

四
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
を
い
う
。
以
下
三
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
月
分
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
（
新
法
第
九
条
第
一
項
の
調
査
研
究
広
報

滞
在
費
を
い
う
。
）
と
し
て
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
額
を
差
し
引
い
た
額
に
相
当
す
る
額
の
全
部
又
は
一
部
を
国
庫
に

返
納
す
る
場
合
に
は
、
当
該
返
納
に
よ
る
国
庫
へ
の
寄
附
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
九
条
の
二
（
公
職
の
候
補

者
等
の
寄
附
の
禁
止
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。 

 

⑴ 

令
和
四
年
改
正
法
の
施
行
の
日
の
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
よ
り
衆
議
院
議
員
と
な
っ
た
者 

 

⑵ 

⑴
の
総
選
挙
の
期
日
の
属
す
る
月
に
参
議
院
議
員
と
な
っ
た
者 

 

⑶ 

⑴
の
総
選
挙
の
期
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
令
和
四
年
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
各
議
院
の



  
 

三

議
員
と
な
っ
た
者
又
は
議
員
で
な
く
な
っ
た
者 

四 
施
行
期
日
等 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

（
附
則
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施

行
す
る
こ
と
。 

２ 

一
及
び
二
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
を
受
け
る
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
。 

 





  
 

一

 
 

 

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
二
項
中
「
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
単
に
「
調
査
研
究
広

報
滞
在
費
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

各
議
院
の
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
は
、
毎
年
一
回
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
年

に
お
い
て
支
給
を
受
け
た
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
の
金
額
及
び
こ
れ
を
充
て
た
支
出
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書

（
次
項
に
お
い
て
「
収
支
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
支
出
に
係
る
領
収
書
の
写
し
を
添
付
し
て
、
そ
の
属
す
る
議

院
の
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

各
議
院
の
議
長
は
、
収
支
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
収
支
報
告
書
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

５ 

各
議
院
の
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
は
、
そ
の
年
に
お
い
て
支
給
を
受
け
た
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
の
総
額
か
ら
、
そ



 

  
 

二

の
年
に
お
い
て
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
を
充
て
た
支
出
の
総
額
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協

議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
残
余
の
額
に
相
当
す
る
額
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

第
十
一
条
中
「
第
九
条
の
」
を
削
る
。 

 

（
国
会
法
及
び
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

国
会
法
及
び
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第

二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
改
正
前
の
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
以
下
「
旧
法
」
と
い

う
。
）
」
を
、
「
改
正
後
の
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

（
公
職
選
挙
法
の
適
用
除
外
） 

 

３ 

次
に
掲
げ
る
者
が
、各
議
院
の
議
員
と
な
り
又
は
議
員
で
な
く
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
分
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費（
旧



  
 

三

法
第
九
条
第
一
項
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
旧
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
額
か

ら
、
そ
の
月
分
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
に
つ
い
て
新
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
月
分
の
調
査

研
究
広
報
滞
在
費
（
新
法
第
九
条
第
一
項
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
を
い
う
。
）
と
し
て
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
額

を
差
し
引
い
た
額
に
相
当
す
る
額
の
全
部
又
は
一
部
を
国
庫
に
返
納
す
る
場
合
に
は
、
当
該
返
納
に
よ
る
国
庫
へ
の
寄
附

に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

一 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
よ
り
衆
議
院
議
員
と
な
っ
た
者 

 
 

二 

前
号
の
総
選
挙
の
期
日
の
属
す
る
月
に
参
議
院
議
員
と
な
っ
た
者 

 
 

三 

第
一
号
の
総
選
挙
の
期
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
各
議
院
の

議
員
と
な
っ
た
者
又
は
議
員
で
な
く
な
っ
た
者 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施
行

す
る
。 



 

  
 

四

 
（
適
用
区
分
） 

２ 
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
規
定
は
、こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
を
受
け
る
同
条
第
一
項
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 



  
 

五

 
 

 
 
 

理 

由 

 

調
査
研
究
広
報
滞
在
費
に
関
し
、
収
支
報
告
書
の
提
出
及
び
公
開
並
び
に
残
余
の
額
の
返
還
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、

文
書
通
信
交
通
滞
在
費
に
関
し
、
日
割
計
算
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
差
額
を
国
庫
に
返
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 





 

一 

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

〇
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
号
） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
九
条 

各
議
院
の
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
は
、
国
政
に
関
す
る
調
査
研
究
、

広
報
、
国
民
と
の
交
流
、
滞
在
等
の
議
員
活
動
を
行
う
た
め
、
調
査
研
究
広
報

滞
在
費
と
し
て
月
額
百
万
円
を
受
け
る
。 

２ 

前
項
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て

単
に
「
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
を
受

け
る
金
額
を
標
準
と
し
て
、
租
税
そ
の
他
の
公
課
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

３ 

各
議
院
の
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
は
、
毎
年
一
回
、
両
議
院
の
議
長
が
協

議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
年
に
お
い
て
支
給
を
受
け
た
調
査
研

究
広
報
滞
在
費
の
金
額
及
び
こ
れ
を
充
て
た
支
出
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し

た
報
告
書
（
次
項
に
お
い
て
「
収
支
報
告
書
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
支
出
に

係
る
領
収
書
の
写
し
を
添
付
し
て
、
そ
の
属
す
る
議
院
の
議
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

各
議
院
の
議
長
は
、
収
支
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
両
議
院
の

議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
収
支
報
告
書
を
公
開
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

各
議
院
の
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
は
、
そ
の
年
に
お
い
て
支
給
を
受
け

た
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
の
総
額
か
ら
、
そ
の
年
に
お
い
て
調
査
研
究
広
報

第
九
条 

（
同
上
） 

  

２ 

前
項
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
金
額

を
標
準
と
し
て
、
租
税
そ
の
他
の
公
課
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

（
新
設
） 

     

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 



  

二 

滞
在
費
を
充
て
た
支
出
の
総
額
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
両
議
院

の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
残
余
の
額
に
相
当
す
る

額
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条 

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
に
つ

い
て
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
第
八
条
の
二
の
議
会
雑
費
並
び
に
前
条
第

一
項
の
特
殊
乗
車
券
及
び
航
空
券
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

    

第
十
一
条 

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
は
第
九
条
の
調
査
研
究
広
報
滞

在
費
に
つ
い
て
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
第
八
条
の
二
の
議
会
雑
費
並
び

に
前
条
第
一
項
の
特
殊
乗
車
券
及
び
航
空
券
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

 
 

 
 



 

三 

〇
国
会
法
及
び
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
二
十
九
号
）
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
分
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
は
、
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
月
分

の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
と
み
な
す
。 

 

（
公
職
選
挙
法
の
適
用
除
外
） 

３ 

次
に
掲
げ
る
者
が
、
各
議
院
の
議
員
と
な
り
又
は
議
員
で
な
く
な
っ
た
日

の
属
す
る
月
分
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
（
旧
法
第
九
条
第
一
項
の
文
書
通

信
交
通
滞
在
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
旧
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
を

受
け
た
額
か
ら
、
そ
の
月
分
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
に
つ
い
て
新
法
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
月
分
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費

（
新
法
第
九
条
第
一
項
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
を
い
う
。
）
と
し
て
支
給
を

受
け
る
こ
と
と
な
る
額
を
差
し
引
い
た
額
に
相
当
す
る
額
の
全
部
又
は
一
部

を
国
庫
に
返
納
す
る
場
合
に
は
、
当
該
返
納
に
よ
る
国
庫
へ
の
寄
附
に
つ
い

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

（
同
上
） 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等

に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属

す
る
月
分
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
同
月
分
の
調
査
研
究
広
報
滞
在
費
と
み
な
す
。 

  

（
新
設
） 



  

四 

て
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
九
条
の
二
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

一 
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
衆
議
院
議
員
の
総

選
挙
に
よ
り
衆
議
院
議
員
と
な
っ
た
者 

 

二 

前
号
の
総
選
挙
の
期
日
の
属
す
る
月
に
参
議
院
議
員
と
な
っ
た
者 

 

三 

第
一
号
の
総
選
挙
の
期
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
こ
の
法
律

の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
各
議
院
の
議
員
と
な
っ
た
者
又
は
議
員

で
な
く
な
っ
た
者 

  
 

  


